
 

大阪国際空港周辺緑地指定管理業務仕様書の新旧対照表  
    

修正前  修正後（令和６年９月２０日）  

７.その他の留意事項 

 

（中略） 

 

（１０）電力契約について 

  以下の供給条件の全てを満たす電力を調達すること。 

【2025 年度以前】 

・供給電力の 30%以上に再生可能エネルギー由来の FIT 非化石証

書または非 FIT 非化石証書（再エネ指定あり）を付与すること。 

・供給電力の調整後排出※は 0.000273t-CO2/kWh とすること。 

【2026 年度以降】 

・供給電力の 60%以上に再生可能エネルギー由来の FIT 非化石証

書または非 FIT 非化石証書（再エネ指定あり）を付与すること。 

・供給電力の調整後排出※は 0.000156t-CO2/kWh とすること。 

※温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（平成 18 年内

閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第 2 号）第

20 条の 2 に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表する調整後排

出係数を指す。 

７.その他の留意事項 

 

（中略） 

 

（１０）電力契約について 

  以下の供給条件の全てを満たす電力を調達すること。 

【2025 年度以前】 

・供給電力の 30%以上に再生可能エネルギー由来の FIT 非化石証

書または非 FIT 非化石証書（再エネ指定あり）を付与すること。 

・供給電力の調整後排出係数※は 0.000273t-CO2/kWh 以下とする

こと。 

【2026 年度以降】 

・供給電力の 60%以上に再生可能エネルギー由来の FIT 非化石証

書または非 FIT 非化石証書（再エネ指定あり）を付与すること。 

・供給電力の調整後排出係数※は 0.000156t-CO2/kWh 以下とする

こと。 

※温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（平成 18 年内

閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第 2 号）第
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